
第６９号議案 

ふじみ野市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する等の条例 

（ふじみ野市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第１条 ふじみ野市職員の服務の宣誓に関する条例（平成１７年ふじみ野市条例

第２５号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

職員の服務の宣誓に関する条例 

第２条中「、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において」

を削り、「に署名して」を「を任命権者に提出して」に改め、同条に次の１項

を加える。 

２ 前項の規定は、県費負担教職員（地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第３７条第１項に規定する職員をいう。）

について準用する。この場合において、前項及び次条中「任命権者」とある

のは「ふじみ野市教育委員会」と、別記様式中「地方自治」とあるのは「地

方自治及び教育」と、「公務を民主的かつ能率的に運営すべき」とあるのは

「教育公務員としての」と読み替えるものとする。 

別記様式中「㊞」を削る。 

（ふじみ野市教育委員会職員の服務の宣誓に関する条例及びふじみ野市立学校

県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の廃止） 

第２条 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) ふじみ野市教育委員会職員の服務の宣誓に関する条例（平成１７年ふじみ

野市条例第５８号） 

(2) ふじみ野市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例（平成１７年

ふじみ野市条例第６５号） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（ふじみ野市教育委員会職員の服務の宣誓に関する条例及びふじみ野市立学校

県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、第２条の規定による廃止前のふじみ野市

教育委員会職員の服務の宣誓に関する条例第２条及びふじみ野市立学校県費負

担教職員の服務の宣誓に関する条例第２条第１項の規定によりされた服務の宣

誓は、第１条の規定による改正後の職員の服務の宣誓に関する条例第２条第１

項の規定によりされた宣誓とみなす。 

令和３年８月３０日提出 
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提案理由 

職員の服務の宣誓について、宣誓の方法及び宣誓書の押印を見直し、並びに

条文を整備するため、ふじみ野市職員の服務の宣誓に関する条例の一部の改正

等を行いたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

１号の規定により、この案を提出するものである。 


